
請

願

第

二

号 

  
 

 
後

期

高

齢

者

医

療

制

度

を

す

み

や

か

に

廃

止

す

る

意

見

書

の

提

出

に

関

す

る

請

願 

  

主 

旨 後

期

高

齢

者

医

療

制

度

を

す

み

や

か

に

廃

止

し

、

も

と

の

老

人

保

健

制

度

に

戻

す

事

。 

  

理 

由 後

期

高

齢

者

医

療

制

度

は

高

齢

者

を

差

別

し

、

大

き

な

負

担

を

強

い

る

悪

法

で

す

。

基

本

検

診

は

無

く

な

っ

て

、

料

金

八

〇

〇

円

の

特

定

検

診

に

な

り

、

検

診

項

目

も

減

ら

さ

れ

ま

し

た

。

国

保

で

は

実

施

さ

れ

て

い

る

保

険

料

、

医

療

費

一

部

負

担

の

減

免

制

度

は

ま

こ

と

に

不

十

分

で

す

。

特

定

検

診

で

も

、

高

額

介

護

合

算

療

養

費

で

も

申

請

・

届

け

出

を

し

な

け

れ

ば

実

施

さ

れ

な

い

な

ど

、

高

齢

者

差

別

が

ま

か

り

通

っ

て

い

ま

す

。 

こ

れ

ら

は

、

民

主

党

政

権

の

公

約

で

あ

る

「

後

期

高

齢

者

医

療

廃

止

」

を

先

送

り

し

た

こ

と

に

起

因

し

て

い

ま

す

。

こ

の

制

度

は

直

ち

に

廃

止

す

べ

き

で

す

。

政

府

は

制

度

改

革

を

検

討

し

た

と

い

い

ま

す

が

、

そ

の

結

果

は

、

後

期

高

齢

者

医

療

保

険

と

い

う

名

称

を

廃

止

し

て

国

保

に

戻

す

と

し

な

が

ら

、

六

五

歳

以

下

の

加

入

者

と

は

別

勘

定

に

し

て

広

域

連

合

で

運

営

す

る

、

と

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

で

は

、

六

五

歳

以

上

の

高

齢

者

も

新

た

に

巻

き

込

ん

で

、

後

期

高

齢

者

医

療

制

度

の

内

容

は

そ

の

ま

ま

引

き

継

が

れ

る

こ

と

に



な

り

ま

す

。

名

称

を

変

え

た

だ

け

で

す

。 

高

齢

者

は

、

少

な

い

年

金

を

引

き

下

げ

ら

れ

た

う

え

に

、

公

的

年

金

控

除

額

も

引

き

下

げ

ら

れ

て

納

税

者

に

な

り

、

老

年

者

控

除

・

定

率

減

税

も

廃

止

さ

れ

、

さ

ら

に

住

民

税

非

課

税

措

置

も

廃

止

さ

れ

て

各

種

保

険

料

増

額

も

相

ま

っ

て

、

ま

す

ま

す

暮

ら

し

辛

く

、

追

い

詰

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

と

く

に

、

独

り

暮

ら

し

の

高

齢

女

性

の

生

活

は

深

刻

で

す

。 

熊

本

市

議

会

と

し

て

も

、

以

上

を

ご

勘

案

頂

き

、

政

府

な

ら

び

に

関

係

省

庁

に

対

し

、

右

記

事

項

の

意

見

書

を

提

出

し

て

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

請

願

し

ま

す

。 

 

二

〇

一

二

年

二

月

二

十

二

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

紹

介

議

員 
 

益 

田 

牧 

子 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

熊

本

市

議

会

議

長 

 
 

 
 

津

田

征

士

郎 

殿 


